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国立大学法人京都工芸繊維大学職員介護休業規則 

平成１６年４月１日制定 

最終改正 平成２８９年１２ 月１５ 日 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則（平成１６年４月１日制定。

以下「就業規則」という。）第５１条第２項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学

（以下「本学」という。）に常時勤務する職員（以下「職員」という。）の介護休業等に関し

必要な事項を定めるものとする。 

２ 職員の介護休業等に関しこの規則に定めがない事項については、育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号。以下「法」という。）

その他の関係法令等の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において「介護休業」とは、職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障

害により、２週間以上にわたり常時介護を必要とする状態（以下「要介護状態」という。）に

ある対象家族を介護するためにする休業をいう。 

２ 前項の対象家族とは、次に掲げる者をいう。 

 (1) 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。） 

 (2) 父母 

 (3)  子 

 (4)  配偶者の父母 

 (5)  祖父母、兄弟姉妹及び孫 

３ この規則において「介護部分休業」とは、職員が第１項に規定する対象家族を介護するため、

就業規則に定める正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて４時間の範囲内で、

職員が行う介護の状態から必要とされる時間について、１時間単位でする休業をいう。 

第２章 介護休業 

  （介護休業の申出） 

第３条 介護休業をしようとする職員は、介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日を明らか

にして、当該介護休業開始予定日の２週間前までに所定の手続きにより学長に申し出るものと

する。 

２ 介護休業中の職員のうち任期を定めて雇用する職員は、任期の延長により、引き続き休業す

ることを希望するときは、再度学長に申し出るものとする。 

（介護休業期間） 

第４条 介護休業の期間は、対象家族１人につき、一の継続する要介護状態ごとに通算して１８

６日の範囲内の期間とする。ただし、職員のうち任期を定めて雇用する職員の介護休業の期間

は、任期が満了する日を限度として、対象家族１人につき、一の継続する要介護状態ごとに通

算して１８６日の範囲内の期間とする。 
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２ 前条に規定する申出が同条の期限より遅れた場合においては、学長は、法第１２条第３項の

規定により介護休業開始予定日の指定を行うことがある。 

 （介護休業の終了） 

第５条 次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、その終了

日は当該各号に掲げる日とする。 

 (1) 対象家族の死亡等により、当該介護休業に係る介護をしなくなったとき 当該事由が発生

した日 

 (2) 産前産後の特別休暇、育児休業又は新たな介護休業が始まったとき 当該休暇等の開始日

の前日 

２ 前項第１号に該当することとなった職員は、速やかに学長に届け出なければならない。 

 （介護休業の回数） 

第６条 介護休業は、対象家族１人につき、一の継続する要介護状態ごとに３回を上限とする。 

２ 第３条第２項の規定による申出によりする介護休業は、前項に規定する回数に含めないもの

とする。 

 （介護休業終了予定日の変更） 

第７条 介護休業の申出をした職員は、介護休業終了予定日の２週間前までに所定の手続きをす

ることにより、１回に限り介護休業終了予定日の繰り下げ変更をすることができる。この場合

において、介護休業を開始した日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は６月を超える

ことができない。 

２ 介護休業の申出をした職員は、介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合は、終了

しようとする日の２週間前までに所定の手続きにより申し出るものとする。 

 （介護休業中の身分等） 

第８条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 

 （介護休業中の給与等） 

第９条 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。 

２ 職員が介護休業期間について負担すべき共済組合掛金その他の費用は、所定の期限までに持

参又は送金して本学に支払わなければならない。 

 （職務復帰） 

第１０条 職員は、介護休業期間が満了したとき又は第５条第１項第１号に該当し介護休業が終

了した場合には、介護休業終了日の翌日から職務に復帰するものとする。 

２ 前項の復帰後の所属及び職は、介護休業開始直前の所属及び職とする。ただし、特別の事情

のある場合は、この限りでない。 

 （介護休業申出の撤回等） 

第１１条 介護休業の申出をした職員は、介護休業開始予定日の前日までに、所定の手続きによ

り、介護休業の申出を撤回することができる。 

２ 介護休業の申出がなされた後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに、対象家族の死

亡等の事由により対象家族を介護しないこととなった場合には、当該介護休業の申出は、なさ

れなかったものとみなす。 

３ 前項に該当することとなった職員は、速やかに学長に届け出なければならない。 

   第３章 介護部分休業 
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 （介護部分休業の申出） 

第１２条 介護部分休業をしようとする職員は、介護部分休業を開始しようとする日の１週間前

までに、所定の手続きにより学長に申し出るものとする。 

２ 前項の申出は、できるだけ必要な期間を包括して申し出なければならない。 

 （介護部分休業期間） 

第１３条 介護部分休業ができる期間は、対象家族１人につき、一の継続する要介護状態ごとに

介護部分休業の開始の日から３年の範囲内の期間とする。ただし、職員のうち任期を定めて雇

用する職員の介護部分休業ができる期間は、任期が満了する日を限度として、対象家族１人に

つき、一の継続する要介護状態ごとに介護部分休業の開始の日から３年の範囲内の期間とする。 

２ 介護部分休業は、前項の介護部分休業ができる期間において、複数回申し出ることができる。 

 （休暇との関係） 

第１４条 職員は、介護部分休業の前後において、引き続いて就業規則に規定する年次休暇、病

気休暇又は特別休暇を請求する場合には、所定の手続きにより介護部分休業の取消しをするこ

とができる。 

 （介護部分休業中の給与） 

第１５条 介護部分休業をしている時間については、その勤務しない１時間につき、給与規則に

規定する勤務１時間あたりの給与額を減額する。 

 （準用規定） 

第１６条 第５条及び第１１条の規定は、介護部分休業について準用する。 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２２年６月３０日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

 




